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○土浦市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等

に関する規則 

平成22年９月30日規則第36号 

改正 

平成25年２月19日規則第１号 

土浦市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等

に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。），介護保険法施行

令（平成10年政令第412号）及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「省令」と

いう。）に定めるもののほか，市長が行う指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介

護予防サービス事業者（以下「指定地域密着型サービス等事業者」という。）の指定等に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（指定の申請等） 

第２条 法第78条の２第１項若しくは第115条の12第１項の申請又は法第78条の12若しくは第115条

の21において準用する法第70条の２第１項の更新の申請は，土浦市指定地域密着型サービス等事

業者（指定・指定更新）申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）により行うものとする。 

２ 市長は，前項の申請を受けたときは，法第78条の２第７項に規定する介護保険の被保険者その

他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で，その内容を審査し，当該申請を

受けた日の翌日から起算して60日以内に法第78条の２第１項若しくは第115条の12第１項に規定

する指定（以下「指定」という。）又は法第78条の12若しくは第115条の21において準用する法第

70条の２第１項に規定する指定の更新（以下「指定更新」という。）の可否を決定するものとす

る。 

３ 市長は，前項の規定により，指定をすることを決定したときは土浦市指定地域密着型サービス

等事業者（指定決定・指定更新決定）通知書（様式第２号）により，指定をせず，第１項の申請

を却下するときは土浦市指定地域密着型サービス等事業者（指定・指定更新）申請却下通知書（様

式第３号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

４ 前項の規定により指定又は指定更新の決定を受けた者（以下「指定事業者」という。）は，そ

の旨を当該指定又は指定更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。 

（公募指定の手続） 
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第２条の２ 市長は，法第78条の14第１項の公募指定を行おうとするときは，公募を行う旨を公報

又は広報紙への掲載，インターネットの利用その他適切な方法により周知するものとする。 

２ 公募指定を受けようとする者は，市長が指定する期間内に申請書を市長に提出しなければなら

ない。 

３ 市長は，前項の規定による応募者のうちから指定地域密着型サービス事業者として指定すべき

者を選考により決定し，土浦市指定地域密着型サービス等事業者（指定決定・指定更新決定）通

知書により通知するとともに，第１項に規定する方法により公表するものとする。 

（公募指定の有効期間） 

第２条の３ 公募指定は，その指定の日から起算して６年を超えない範囲内で市長が定める期間を

経過したときは，その効力を失う。 

（変更の届出等） 

第３条 省令第131条の13第１項又は第140条の30第１項の規定による届出は，土浦市指定地域密着

型サービス等事業者指定事項変更届出書（様式第４号）により行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか，指定事業者は，申請書又は申請書に添付された書類に記載された事

項に変更が生じた場合において，市長が必要と認めるときは，速やかに土浦市指定地域密着型サ

ービス等事業者申請書等記載事項変更届出書（様式第５号）により市長に届け出なければならな

い。 

３ 省令第131条の13第４項又は第140条の30第４項の規定による届出は，土浦市指定地域密着型サ

ービス等事業者指定事業（廃止・休止）届出書（様式第６号）により行うものとする。 

４ 省令第131条の13第３項又は第140条の30第３項の規定による届出は，土浦市指定地域密着型サ

ービス等事業者指定事業再開届出書（様式第７号）により行うものとする。 

５ 法第78条の14第１項の公募指定を受けている指定地域密着型サービス事業者は，当該指定地域

密着型サービスの事業を廃止し，又は休止しようとするときは，省令第131条の第４項の規定に定

めるところにより，その廃止又は休止の日の１月以上前の日であって市長が定める日までに，そ

の旨を市長に届け出なければならない。 

（指定の辞退） 

第４条 法第78条の８の規定による指定の辞退は，土浦市指定地域密着型サービス等事業者指定辞

退届出書（様式第８号）により行うものとする。 

（指定の取消し等） 

第５条 市長は，法第78条の10又は第115条の19の規定により，指定を取り消し，又は期間を定めて
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指定の全部若しくは一部の効力を停止することの決定をしたときは，土浦市指定地域密着型サー

ビス等事業者指定取消等決定通知書（様式第９号）により当該決定をした指定事業者に通知する

ものとする。 

（業務管理体制の整備に関する事項の届出等） 

第６条 法第115条の32第２項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出又は同条第４

項の規定による区分の変更の届出は，土浦市指定地域密着型サービス等事業者指定事業業務管理

体制整備等届出書（様式第10号）により行うものとする。 

２ 法第115条の32第３項の規定による届出事項の変更に係る届出は，土浦市指定地域密着型サービ

ス等事業者指定事業業務管理体制整備等届出事項変更届出書（様式第11号）により行うものとす

る。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか，指定地域密着型サービス等事業者の指定等に関し必要な事

項は，市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成22年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に行われた指定地域密着型サービス等事業者の指定等に係る処分，手続その

他の行為は，この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

付 則（平成25年２月19日規則第１号） 

この規則は，平成25年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第２条，第２条の２関係） 
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様式第３号（第２条関係） 
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様式第４号（第３条関係） 
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様式第５号（第３条関係） 
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様式第６号（第３条関係） 
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様式第７号（第３条関係） 
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様式第８号（第４条関係） 
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様式第９号（第５条関係） 
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様式第10号（第６条関係） 
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様式第11号（第６条関係） 

 


